
令和3年11月30日
国土交通省観光庁

該当箇所

頁

1 手引き 解説資料 3,6,39

3頁において、「※評価基準に係る様式について
は、区域整備計画の記載事項の理解を深めるた
めの補足説明として解説資料を別途添付するこ
とも可能である（頁数としては全体で100 頁以
内。）。なお、解説資料は区域整備計画外のも
のとして認定審査の対象とはならない旨申し添
える。」旨の記載があるため、解説資料は評価
基準に係る様式に限定するという認識でおりま
すが、一方で、6頁及び39頁の要求基準に係る様
式においても、「解説資料」という文言が記載
されています。
6頁及び39頁の「解説資料」は、3頁の「解説資
料」と同一の内容であり、解説資料は評価基準
に限定しないとの認識でよろしいか。

解説資料は、手引きにおいて、評価基準に係るものに限定して記載してお
ります。その上で、複数の評価基準に係る解説資料については、それぞれ
関係する評価基準を明示して１部のみご提出ください。
なお、要求基準１,18において解説資料を言及しておりますが、ご指摘の
とおり要求基準１については評価基準5に係る解説資料と同一のもの、要
求基準18については評価基準17,18,19に係る解説資料と同一のものを参照
することを念頭に記載しておりますので、これらの解説資料には、それぞ
れ評価基準に併せて関係する要求基準を明示して１部のみご提出くださ
い。
また、提出書類は、要求基準に係る様式、評価基準に係る様式（これら２
つの様式を併せて区域整備計画とする。）、添付書類、解説資料ごとに分
けてまとめてください。

特定複合観光施設区域整備計画に係る様式集、認定申請の手引きに対する質問への回答

　第２回質問受付（受付期間：令和３年10月１日～令和３年11月１日）において、区域整備計画の認定申請を予定又は検討している都道府県等から受け付けました
質問に対し、以下のとおり回答いたします。
  また、以下の回答を踏まえた第３回質問受付の受付日程は、
  令和３年12月１日（水）  ０ 時 00 分  質問受付開始
  令和３年12月14日（火）  23 時 59 分  質問受付締切り
といたしますので、区域整備計画の認定申請を予定又は検討している都道府県等におかれましては、更に質問がある場合には、「特定複合観光施設区域整備計画に
係る様式集、認定申請の手引きに関する基本的事項」に基づき、ご提出ください。

No. 資料名 項目 質問の内容 回答
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頁
No. 資料名 項目 質問の内容 回答

2 手引き

要求基準12, 評価
基準16, 20, 21,
22の添付書類（実
施協定の案）

33,61,68
,70,80

「特定複合観光施設区域整備計画に係る認定申
請の手引き」において、左記５様式において
「実施協定の案」の添付が求められています
が、それぞれに１部ずつ添付した方が良いか、
あるいは１部のみ添付することで十分かなどの
留意点等について、ご教示いただきたい。

提出書類は、要求基準に係る様式、評価基準に係る様式（これら２つの様
式を併せて区域整備計画とする。）、添付書類、解説資料ごとに分けてま
とめてください。その上で、複数の要求基準及び評価基準に係る添付書類
については、それぞれ関係する要求基準及び評価基準を明示した上で１部
のみご提出ください。したがって、ご指摘の「実施協定の案」について
は、要求基準12, 評価基準16, 20, 21, 22, 25に係る添付書類であること
を明示した上で１部のみご提出ください。

3 手引き
要求基準13
（附帯事業に関す
る事項）

34

要求基準13には、附帯事業に関する事項を記載
するものと理解しており、他方、附帯事業とし
ての認否については、その事業内容に応じて個
別に要求基準への適合を判断されるものと理解
しています。
手引きにおいて、要求基準13の頁制限（1頁以
内）が示されていることや解説資料が評価基準
への添付のみ認められる資料であることを考慮
すると、附帯事業が複数想定される場合、各附
帯事業の説明が限定的にならざるを得ないもの
と懸念しております。
この点、要求基準13において、各附帯事業に関
して記載すべき最低限の項目があればご教示い
ただきたい。あるいは、各附帯事業について整
備内容・事業内容・実施体制など詳細な記載が
求められる場合には、どのような記載方法があ
るかご教示いただきたい。

要求基準13①に関しては、ＩＲ事業者が専ら設置運営事業を行うものであ
ることが確認できるよう、設置運営事業に係る附帯事業としての必要性・
許容性に留意して、附帯事業の事業内容を記載することを想定しておりま
す。その他、附帯事業の具体的実施内容や実施体制などについては、関連
する評価基準に係る様式において適宜記載することを想定しております。

4 手引き

評価基準16②
（MICE誘致、観光
振興、これらの実
施のために必要な
体制の整備その他
の国際競争力の高
い魅力ある滞在型
観光を実現するた
めの施策及び措
置）

61,90

評価基準16②の記載事項について、対応する基
本方針第４の４(１)エでは、カジノ事業の収益
を活用した滞在型観光を実現するための施策及
び措置を記載することとなっているが、カジノ
事業の収益の活用の有無に関わらず、都道府県
等が実施する観光関連の施策も記載していくこ
ととしてよろしいか。

カジノ事業の収益を活用しない施策を記載することも可能ですが、カジノ
事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合
観光施設区域の整備を推進するという法の趣旨についてご留意いただいた
上で記載することを想定しております。
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頁
No. 資料名 項目 質問の内容 回答

5 手引き

評価基準25
（「ギャンブル等
依存が疑われる者
等の割合」の実測
値の算出方法）

85

調査方法については、申請者が設定するとされ
ているが、国が行う全国調査や、他のカジノ設
置自治体が行う調査と整合性がとられたもので
あることが必要であると考えている。
実測値の算出方法として、ＳＯＧＳを用いるこ
ととされているが、日本語訳のニュアンスなど
によって、回答内容に影響があると考えてい
る。標準化された質問票をお示しいただくこと
は可能か。
また、調査実施後、ＳＯＧＳ判定基準に従い実
測値を算出するに当たり、年齢調整や性別調整
を行うかどうかについて、統一的な見解をお示
しいただきたいと考えるが、提供は可能か。

ＳＯＧＳの質問票、年齢調整及び性別調整については、独立行政法人国立
病院機構久里浜医療センターが実施した、令和２年度依存症に関する調査
研究事業「娯楽と健康に関する調査（ギャンブル障害およびギャンブル関
連問題の実態調査）」を参照してください。

（参考）松下幸生, 新田千枝, 遠山朋海：令和２年度 依存症に関する調
査研究事業「ギャンブル障害およびギャンブル関連問題の実態調査」,
2021年，https://www.ncasa-japan.jp/docs/

6 手引き

評価基準25
（「ギャンブル等
依存が疑われる者
等の割合」の実測
値の算出方法）

85

「例えば、平成29 年度「国内のギャンブル等依
存に関する疫学調査」では、国内の「ギャンブ
ル等依存が疑われる者（ＳＯＧＳ５点以上、過
去１年以内）の割合」を成人の0.8％（95％信頼
区間：0.5〜1.1％）と推計している点を踏ま
え、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立
性及び信頼性が確保されるように標本設計を行
う」とあるが、実測値の算出において、有効回
答数をどの程度と想定しているか。

「ギャンブル等依存が疑われる者等（ＳＯＧＳ３～４点、過去１年以内、
及びＳＯＧＳ５点以上、過去１年以内）の割合」について分析できるよ
う、シンガポール等の先行事例も適宜参考にしつつ、必要となる有効回答
数を設定することを想定しております。
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頁
No. 資料名 項目 質問の内容 回答

7 手引き
評価基準25
（依存症対策項目
の記載）

86,91

依存症対策項目の記載に当たって、基本方針第
４の４(１)オ(ウ)でお示しのあった記載項目
（３項目）に加え、今回の手引きでは「想定さ
れるリスク」と「事前（発生抑制策）、事後
（発生後対処策）」に分けた上で、具体的内容
を記載することとされている。
基本方針・想定リスク・事前事後のうち優先的
に記載すべき順序があるのか、それとも対策項
目ごとに各分類軸との対応関係を付番するかな
ど、具体的な記載イメージをご教示いただきた
い。

想定リスクを踏まえ、「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方
針」第４の４（１）イ（カ）、オ（ウ）を参照しつつ、依存症対策項目に
ついて、事前（発生抑制策）、事後（発生後対処策）に分けた上で、具体
的内容を記載することを想定しております。
具体的な記載方法についてはご提案に委ねます。
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